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この度の人事異動により、東京国税局査察部資

料情報課長から転任してまいりました宮部でござ

います。前任の幸同様、変わらぬご厚誼のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

阿部会長をはじめ公益社団法人玉川法人会の役

員並びに会員の皆様には、日頃から税務行政に対

する深いご理解と格別のご支援、ご協力を賜り、

厚く御礼を申し上げます。

この機会をお借りしまして、私の簡単な自己紹

介をさせていただきます。

私は、岐阜県高山市出身で、現在は神奈川県横

浜市に住んでおります。

昭和58年に名古屋国税局に採用され、名古屋

国税局及び同局管内の税務署に勤務したのち、平

成７年に東京国税局査察部に異動、主に査察調査

に係る情報事務に従事してまいりました。渋谷税

務署での勤務以来、２年ぶりの税務の第一線での

仕事になりますので、皆様方におかれましては、

ご指導のほどどうかよろしくお願い申し上げま

す。

さて、玉川法人会は、昭和25年の創立以来、

長きにわたり正しい税知識の普及と納税意識の高

揚、地域企業の健全な発展に資する事業などを催

され、地域社会への貢献活動にも積極的に取り組

んでこられました。

ｅ‐Ｔａｘの利用拡大に向けた周知活動や租税

教育の一環としての税に関する絵はがきコンクー

ルの実施、税務研修会の開催、地域に密着したイ

ベントにおける税の啓蒙活動など、多岐にわたる

ご支援、ご協力をいただいており、このような活

動は、我々税務行政の円滑な運営に欠くことので

きない大きな役割を果たすものとして、改めて深

く感謝申し上げますとともに、大きな敬意を表す

るところでございます。

法人税をはじめ国税の多くは、自らが申告を行

い、税額を確定させ、納付するという申告納税制

度を採用していることから、納税者の皆様が高い

納税意識を持ち、法律に定める納税義務を自発的

かつ適正に履行することが必要です。我々税務当

局は、租税の意義と役割・仕組み等に係る広報活

動、租税教育、法令解釈等の明確化、税務相談な

ど様々な取組みを行っておりますが、玉川法人会

の皆様のご協力によって、税に関する情報等が直

接納税者の皆様に伝わることが非常に重要である

と認識しております。

また、新型コロナウイルス感染症につきまして

は、未だ終息の目処が立たず、世界的にもヒト・

モノの動きが制限されるなど、厳しい状況が続い

ております。

このような状況にあって、私どもといたしまし

ては申告期限・納付期限の延長や納税の猶予など

の対応を行っているところでありますが、どうか

一日も早く感染が終息し、経済活動、日常生活が

正常化に向かうことを願うばかりでございます。

結びに当たり、公益社団法人玉川法人会の益々

のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びに事業の

ご繁栄を心から祈念申し上げ、着任のご挨拶とさ

せていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

宮部新署長　着任のご挨拶

玉川税務署
署長

宮部　国輝
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令和２年度　玉川税務署幹部プロフィール

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

署長
みや　　　べ　　　くに　　てる

宮　部　国　輝
辰
Ａ型
岐阜県
スロージョギング、小旅行
七転八起

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（総務・個人課税・資産課税担当）
なが　　　お　　　　　　やすし

長　尾　　　欣
酉
Ｏ型
福井県
読書、旅行（ドライブ）
明るく元気に前向きに

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

総務課長　
ふじ　　おか　　　く　み　こ

藤　岡　久美子
酉
Ｂ型
静岡県
犬の散歩
健康第一

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（管理運営・徴収・法人課税担当）
　さ　さ　き　　　ゆう　　　じ

佐々木　裕　司
申
ＡＢ型
北海道
ゴルフ・ドライブ
明るく楽しく

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  統括官
さん　　ぺい　　くに　　　よ

三　平　国　誉
申
Ｏ型
千葉県
サイクリング
何事もチャレンジ

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  上席調査官
すず　　　き　　　てつ　　あき

鈴　木　哲　明
戌
Ｏ型
秋田県
スノーボード
なんとかなるさ

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄
せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応
と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ」を公表し、法人の取扱いについ
ても、案内しているところです。
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告
期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。
そこで、このＦＡＱでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が
困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめましたので、下記の国
税庁ホームページに掲載されている資料を参考にしてください。
国税庁ホームページ→『税の情報・手続・用紙』→『税について調べる』→『新型コロナウイ
ルス感染症に関する対応等について』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する申告や納税のご案内
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公益社団法人玉川法人会の第10回通常総会(定

時社員総会)が、去る6月8日(月)午前10時より、

玉川町会会館において開催されました。総会は上

田常任理事により議事が進行し、松浦副会長によ

る開会のことば、阿部会長による挨拶と続きまし

た。規約により阿部会長が議長となった第一部で

は、議決権を有する法人正会員総数1,297社の過

半数を超える｠730 社 ( 委任状 710 社含む ) の信

任のもと、無事に成立｠したとの報告がなされ、

その後各号議案の審議に入り、全議案全会一致で

承認されました。

今年 2 月頃から始まり 4 月の日本全国緊急事

態宣言と新型コロナウイルスの引き起こしたパン

デミックは未曾有の出来事で、全世界を巻き込ん

だ異常事態でした。玉川法人会活動もその間、各

委員会、支部、部会活動もそのほとんどが中止と

なりました。また会員同士集まることもできず、

この通常総会で数ヶ月ぶりに顔合わせとなりまし

た。全員マスクで少人数、互いの距離も充分とっ

た中で、約50分間で終了しました。

議題の中にあった第二部の会員増強活動などへ

の感謝状贈呈式は来年の 1 月に予定されている

当会創立 70 周年並びに公益法人 10 周年の記念

事業へと繰延べされる旨、平山副会長による閉会

の辞の中で報告がありました。

次　　第

【第一部】 司　会　上田　恭子

１．開会のことば 副会長　松浦　政幸

２．会長挨拶 会　長　阿部友太郎

３．議長選出

４．議事録署名人選出

５．決議事項

　　第１号議案　令和元年度事業報告承認の件

 副会長　坂東　義治

　　第２号議案　令和元年度収支決算報告承認　

　　及び監査報告承認の件 副会長　平山　武司

 監　事　大鎌｠　｠博

　　第３号議案　新任役員選任

 会長　阿部　友太郎

６．報告事項

　　第４号議案  令和２年度事業計画報告の件

  副会長　松浦　政幸

　　第５号議案  令和２年度収支予算報告の件

 副会長　村田　宣政

【第二部】

１．表彰その他

　　表彰状・感謝状受章者披露

　会員増強功労者披露

　協力団体協力企業披露

　令和元年度納税表彰式等における受賞者の披露

２．閉会の挨拶 副会長　平山　武司

第10回通常総会開催公益社団法人
玉川法人会

日　時　６月８日㈪　10:00～11:00

場　所　玉川町会会館

参加者　732社（うち委任状による出席社710社）

出席理事数｠｠18名　出席監事数　１名

自粛開催となった第 10 回通常総会阿部会長挨拶
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「令和3年度税制改正に関するアンケート」の結果について

当法人会会員の皆様におかれましては益々ご清

祥のこととお慶び申上げます。

この度はお忙しい中、全国法人会総連合が実施

する「税制改正アンケート」にご協力いただきま

してありがとうございます。

おかげさまで 84 社からご回答をいただきまし

た。うち２社からは税制に関するご意見も頂戴い

たしました（東法連のなかでは４番目に多い単位

会となりました）。

会員の皆様がこれほど税制にご関心をお持ちで

おられることを改めて教えて頂き、私ども税制委

員会としてその責任の重さに身の引き締まる想い

でございます。

ご回答いただいた内容を集計し、全国との対比

をいたしましたのでご報告させていただきます

（結果は、玉川と全国との間には考えの相違はほ

とんどありませんでした）。

今後とも玉川法人会の活動にご支援ご協力をい

ただきますようよろしくお願いいたします。

令和2年 6月

（税制委員会　委員長　大島 光隆）

問1　法人税 /法人実効税率
我が国の法人実効税率は 29.74％（資本金 1 億

円超の企業の場合）ですが、OECD 加盟国の法

人実効税率平均は約 25％、アジア主要 10 カ国

の平均は約 22％となっています。アメリカでは、

これまで約 41％であった法人実効税率が約 28％

に引き下げられました。そして、フランス（現行

31％）でも、税率が段階的に引き下げられ、

2022 年には 25％となる見込みです。今後の日

本の実効税率のあり方についてどう考えますか。

①　課税ベースを拡大し、法人実効税率をさら

に引き下げる

②　課税ベースを拡大することなく、法人実効

税率をさらに引き下げる

③　課税ベースを拡大するのであれば、法人実

効税率のさらなる引き下げは必要ない

④　わからない

⑤　その他

回答者の状況
１　会員区分

２　主たる業種

製造業

5％

建設･土木･不動産

29％

卸売･小売･飲食

19％

サービス業

30％

他

17％

玉川法人会

①

25％

②

48％

③

13％

④

10％

⑤

4％

３　資本金

４　従業員数

4人以下

52％

5～ 19人

30％

20～ 99人

13％

100～ 299人

1％

300人以上

2％

５　前年度の申告状況

黒字申告

63％

赤字申告

26％

回答保留・その他

11％

1千万円以下

70％

1千万円超～

5千万円以下

21％

5千万円超～

1億円以下

2％

1億円超～

3億円以下

4％

3億円超～

5億円以下

0％

5億円超

2％

役員（除税制委員）

17社

一般会員

57社

税制委員

10社

合計

84社

全国

①

33％

②

41％

③

13％

④

12％

⑤

2％
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問 2　法人関係 /企業版ふるさと納税
令和 2 年度税制改正では、企業に地方創生の

取り組みへの積極的な関与を促すとともに、地方

への資金の流れを飛躍的に高めるため、地方創生

応援税制（企業版ふるさと納税）について、さら

に寄付しやすくなるよう税額控除割合が 3 割か

ら6割に引き上げられました。あなたの会社では、

本制度についてどう対応しますか。

①　税額控除割合が大幅に拡充されたので、寄

付を検討したい

②　寄付を行う予定はない

③　わからない

④　その他

玉川法人会

①

19％

②

65％

③

13％

④

2％

全国

①

16％

②

63％

③

20％

④

2％

問3　事業承継 /納税猶予制度
平成 30 年度税制改正では、中小企業の代替わ

りを促進するため、10 年間の特例措置として、

贈与税・相続税の納税猶予制度の抜本的な拡充（全

株式を対象に納税猶予割合が 100％）が行われま

した。本特例制度を適用するためには、令和５年

３月末日までに「特例承継計画」を提出する必要

がありますが、あなたの会社の事業承継の状況に

ついてお聞かせください。

①　特例承継を提出した

②　これから特例承継計画を提出する予定であ

る

③　本特例制度を適用しないで事業承継を行う

④　当面、事業承継を行う予定はない

⑤　事業を承継しない

⑥　その他

玉川法人会

①

1％

②

11％

③

14％

④

46％

⑤

18％

⑥

10％

①

3％

②

17％

③

21％

④

42％

⑤

6％

⑥

12％

全国

問4　事業承継 /事業承継税制
政府は、事業承継を促進するための税制支援策

を講じています。これまでの改正を踏まえて、事

業承継税制についてどのように考えますか。

①　これまでの改正で十分であり、当面は利用

状況を注視する

②　生前贈与制度の更なる拡充や納税猶予制度

の特例措置を延長するなど弾力的な対応を

求める

③　事業用資産を他の一般資産と切り離し、事

業用資産への課税を軽減あるいは免除する

制度の創設を求める

④　その他

玉川法人会 全国

①

5％

②

35％

③

48％

④

12％

①

10％

②

35％

③

46％

④

9％

問5　消費税 /軽減税率制度
令和元年 10 月より消費税の軽減税率制度が実

施されました。あなたの会社で特に負担を感じて

いる点があれば以下より2つ以内で選んで下さい。

①　会計時の確認（テイクアウト又はイートイ

ンなど）

②　適用税率に関する取引先や消費者からの問

い合わせ

③　システム変更等のコスト負担

④　軽減税率についての社員教育

⑤　適正な価格表示

⑥　繁雑な経理処理

⑦　同時に実施されたキャッシュレス消費者還

元事業への対応

⑧　特に負担を感じない

⑨　その他

玉川法人会

①

3％

②

2％

③

5％

④

4％

⑤

9％

⑥

18％

⑦

14％

⑧

38％

⑨

8％
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全国

①

7％

②

2％

③

14％

④

4％

⑤

5％

⑥

29％

⑦

8％

⑧

27％

⑨

4％

問6　消費税 /価格転嫁
消費税率が 10％に引き上げられましたが、あ

なたの会社の価格転嫁の状況についてお伺いしま

す。

①　全額転嫁できている

②　大部分は転嫁できている

③　一部しか転嫁できていない

④　全く転嫁できていない

⑤　その他

玉川法人会

①

60％

②

24％

③

7％

④

4％

⑤

6％

全国

①

61％

②

25％

③

7％

④

4％

⑤

4％

問7　消費税 /価格表示
課税事業者が消費者に対して商品等の価格を表

示する場合は、税込価格の表示（総額表示）が義

務付けられています（令和 3 年 3 月末日までは、

一定の要件のもと税抜価格の表示も認められてい

ます )。軽減税率が導入されたことも踏まえて、

価格表示について、事業者の立場からどのように

考えますか。

①　総額表示にすべき

②　外税表示にすべき

③　価格誤認の防止措置を講じていれば、事業

者に表示方式をゆだねるべき

④　わからない

⑤　その他

玉川法人会

①

47％

②

27％

③

14％

④

8％

⑤

4％

全国

①

46％

②

27％

③

21％

④

5％

⑤

2％

玉川法人会

①

4％

②

30％

③

57％

④

8％

⑤

1％

全国

①

3％

②

32％

③

59％

④

4％

⑤

1％

問8　消費税 /適格請求書等保存方式
令和 5年 10月 1日以降は、適格請求書保存方

式（いわゆるインボイス制度）が導入され、「適

格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となり

ます。適格請求書を交付できるのは、税務署長に

登録申請した課税事業者となりますので、登録手

続きを受けていない免税事業者（課税売上高

1,000 万円以下）からの仕入れについては、仕入

税額控除することができなくなります。このこと

について、どう考えますか。

①　適正な仕入税額控除を計算できるようにす

るためには、やむを得ない

②　免税事業者が取引から排除されないように

配慮すべき

③　わからない

④　その他

玉川法人会

①

24％

②

45％

③

27％

④

4％

全国

①

27％

②

42％

③

27％

④

4％

問9　地方税 /固定資産税①
地方の自主財源としておおきなウエイトを占め

る固定資産税は、その税収が景気に左右されない

ことから地方税に適していると言われます。その

一方で、負担感の高まりなどから抜本的な見直し

が必要との意見があります。固定資産税について

どのように考えますか。

①　地方の基幹税として課税強化を図るべき

②　現状程度の負担でよいと思う

③　負担感が重く、軽減の方向で見直すべきで

ある

④　わからない

⑤　その他
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玉川法人会

①

17％

②

20％

③

32％

④

13％

⑥

5％

⑤

13％

①

17％

②

17％

③

45％

④

9％

⑥

2％

⑤

11％

全国

問10　地方税 /固定資産税②
固定資産税を見直すとした場合、特に重視すべ

き点は何ですか。

①　商業地等の宅地の評価方法を見直す

②　家屋の評価方法を見直す

③　償却資産 ( 事業用資産 ) への課税は廃止を

含めて見直す

④　免税店を大幅に引き上げる

⑤　わからない

⑥　その他

玉川法人会

①

48％

②

36％

③

12％

④

5％

①

41％

②

48％

③

8％

④

3％

全国

問11　厚生年金の適用範囲の拡大
政府では、働き方の形態にかかわらず全ての世

代が安心して働くことができ、老後の安心を確保

するために、厚生年金の適用範囲の拡大が検討さ

れています。現在、パート等（週労働時間 20～

30 時間）について、厚生年金への加入が適用さ

れる企業規模要件は「従業員501人以上」ですが、

令和4年には「従業員100人超」、令和6年には「従

業員50人超」の企業にまで拡大される見込みです。

厚生年金の適用範囲が拡大されることについて、

どう考えますか。

①　パート等の老後の安心を確保するためには

やむを得ない

②　中小企業への影響（保険料の労使折半等）

が大きいことから反対する

③　わからない

④　その他

玉川法人会

①

36％

②

2％

③

33％

④

29％

①

34％

②

2％

③

31％

④

33％

全国

問12　マイナンバーカードの取得状況（個人）
政府はマイナンバーカードの普及に取り組んで

おり、令和 2 年 9 月には、マイナンバーカード

を利用した消費活性化策が講じられることとなっ

ています。また令和3年3月からはマイナンバー

カードが「健康保険証」としても利用できるよう

になります。あなたは、マイナンバーカード（写

真入りのカード）を取得していますか。

①　取得している

②　現在、申請中である

③　これから申請したい

④　申請する予定はない

法人会提言では、マイナンバー制度について、

マイナンバーカードの低い普及率をどう高めるか

が重要であり、政府には制度の普及・定着にむけ、

プライバシー保護に全力を入れつつ、さらなる方

策をとることを求めています。この度、内閣官房

より各団体等の会員企業等に対してマイナンバー

カード取得促進に向けたアンケート依頼（問 13

「従業員の取得状況」）がありましたので、税制ア

ンケートと併せてご協力をお願い致します。

問13　マイナンバーカードの取得状況（従業員）
これまで年末調整で使用する書類のうち、保険

料控除証明書等は、保険会社等から従業員に交付

された書面（ハガキ等）を勤務先に提出していま

した。令和 2 年 10 月からは保険会社等から従業

員に交付された電子的控除証明書等（従業員は、

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルを

経由して取得）を勤務先に提出することが可能と

なります。あなたの会社における従業員のマイナ

ンバーカード（写真入りのカード）の取得状況に

ついてお聞かせください（わかる範囲で結構です）。

①　0～ 20％

②　20～ 50％

③　50～ 80％

④　80％以上

⑤　概ね全て

⑥　不明



9

玉川法人会

①

37％

②

11％

③

5％

④

3％

⑤

12％

⑥

18％

①

52％

②

9％

③

3％

④

2％

⑤

8％

⑥

25％

全国

・マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きをワンストップでできたり、行政機関からのお

知らせを確認できたりする自分専用のウェブサイトのことです。

・本手続きにより、従業員が行う控除申告書の作成から給与担当者への提出、給与担当者が行う年

税額の計算まで全てをデータによる処理が可能となり、年末調整手続が簡便化されます

玉川法人会

ご意見①
増税の影響により、全ての価格が上昇し、会社

の負担がより、増えました。

増税ではなく、減税、そして、政府側で税収し

たお金の使い道や、むだ使いの軽減が最優先かと

存じます。

ご意見②
寄付と税制

新型コロナウイルスの影響は、人々に今までの

生活の在り方を見直すきっかけになりそうである。

ビル・ゲイツはコロナ対策に多額の寄付をする

という。外国、特にアメリカでは金持ちによる寄

付が当たり前に行われているようだ。一方日本で

は、寄付というと偽善者との陰口が気になるよう

で、積極的ではない。税制などもあまり優遇措置

は考えられていない。比較的財産を持つと言われ

る高齢者は、特殊詐欺などに引っ掛かり反社会集

団に心ならずとも寄付をしているといっても良い。

世の中には様々な困窮者がいて、我々の目に見

えないところで困っていると思われる。集めた税

金でそれらをカバーできれば良いのだが、なかな

かそれも難しい。

ふるさと納税も形を変えた寄付のようなものだ

が、ついてくる景品目当てに変質し、地元の自治

体の財政を圧迫しているのをみていると、志は良

くてもなかなか難しいと言わざるを得ない。

税という形で「取られる」のと寄付という「差

し出す」行為は、結果はおなじでも、心の持ちよ

うは180度ちがってくるのではないか。

コロナ禍による経済財政出動が話題になってい

るが、民間からの寄付なども積極的に募る仕組み

などを作るとか工夫できないものだろうか。

もやもやとして結論は出せないものの、お互い

に助け合うという気持ちはあるのだから寄付と税

の関係、上手くできないものだろうかと考える。

日　時　７月15日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館  二子玉川仮設庁舎集会室

参加数　29名

次 第｠

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告｠

２．税務署長挨拶｠

３．玉川税務署新任幹部紹介

４．新任理事紹介

５．報告事項

（１）支部・部会の事業計画・予算執行計画進捗

　　　状況及び見直し

（２）新型コロナウィルスによる、各部門事業中

　　　止等の報告

（３）令和２年度入退会状況

（４）業務執行理事から業務遂行状況の報告（書

　　　面による報告）

（５）その他

６．審議事項

（１）委員会委員の変更

（２）事業内容変更届

（３）「税を考える週間講演会」開催場所について

●よき経営者をめざすものの団体

　それが法人会です。

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営

をめざしたい。社会のお役に立ちたい。

そんな経営者の皆さんを支援する組織、それが法人

会です。 

法人会は現在、全国に80万社、東京都内に48の単

位会、12万社の会員企業を擁する団体として大き

く発展しています。

税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、

会員の研さんを支援する各種の研修会、また地域振

興やボランティアなど地域に密着した活動を積極的

に行っています。

●法人会は企業の間から

　自主的に誕生した団体です。

1947年（昭和22年）4月、わが国の税制はそれま

での賦課課税制度から申告納税制度へと移行し、法

人税も新しい制度へ生まれ変わりました。

しかし当時の社会経済状況は極めて悪く、経営者が

難解な税法を理解して自主的に税金を申告できるか

どうか、危ぶまれていました。

このため、納税者が自ら申告納税するには、納税者

自身が団体を結成し、その活動を通じて帳簿の整

備、税知識の普及などを図る必要性が生じてきまし

た。

法人会は、このようにして企業の間から自発的に生

まれてきた団体です。

法人会とは…
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☜玉川法人会 検索

9月の行事予定 11月の行事予定
16㈪　公益事業推進委員会 16:00　法人会事務局

24㈫　正副会長会議 13:30　いであ㈱1F

　　　常任理事会 14:00　いであ㈱1F

　　　理事会 15:00　いであ㈱1F

9月･10月･11月の行事予定は8月20日現在のものです

お問い合わせは下記の玉川法人会事務局まで

８㈫　第2支部役員会 18:30　南国飯店

16㈭　正副会長会議 14:30　いであ㈱1F

　　　理事会 15:00　いであ㈱1F

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

令和２年11月決算法人の第3四半期分、３年２月決算法人の半期分・第2四半期分、３年５月決算法人の第1四半期分

消
費
税
の
、

期
限
内
納
付
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

消
費
税
の
、

期
限
内
納
付
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

消
費
税
の
、

期
限
内
納
付
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

10月の行事予定
14㈬　女性部会絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査会 14:00　玉川税務署

23㈮　公益事業推進委員会 16:00　法人会事務局

令和２年９月分の源泉所得税の納付期限

令和２年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和３年１月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

消費税の中間申告期限・納付期限

令和２年 10月 12日（月）

令和２年 ９月 30日（水）

令和２年 ９月 30日（水）

令和２年 ９月 30日（水）

令和２年 11月 10日（火）

令和２年 11月 ２日（月）

令和２年 11月 ２日（月）

令和２年 11月 ２日（月）

令和２年10月分の源泉所得税の納付期限

令和２年８月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和３年２月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

消費税の中間申告期限・納付期限

令和２年10月決算法人の第3四半期分、３年１月決算法人の半期分・第2四半期分、３年４月決算法人の第1四半期分

日　時　７月15日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館  二子玉川仮設庁舎集会室

参加数　29名

次 第｠

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告｠

２．税務署長挨拶｠

３．玉川税務署新任幹部紹介

４．新任理事紹介

５．報告事項

（１）支部・部会の事業計画・予算執行計画進捗

　　　状況及び見直し

（２）新型コロナウィルスによる、各部門事業中

　　　止等の報告

（３）令和２年度入退会状況

（４）業務執行理事から業務遂行状況の報告（書

　　　面による報告）

（５）その他

６．審議事項

（１）委員会委員の変更

（２）事業内容変更届

（３）「税を考える週間講演会」開催場所について

＊会費納付ご請求のお知らせ＊
玉川法人会の会費納付ご請求は4月及び10月の2回となっております。
10月22日㈭ が口座引落日となりますので、よろしくお願い申しあげます。

※　ご指定の金融機関により口座引落日は異なる場合がございます。
※　年払いの会員様は4月のみお引き落としとなっております。
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理事会･支部･部会･同好会 活動報告

令和元年度 第６回理事会（書面審議）

日時・場所　書面開催

今般全国的に発生拡散している新型コロナウイ

ルスにより、多人数でのイベント・会合等の自粛

要請を受け、３月19日に予定されていた第６回

理事会は書面開催とし、書面審議の上決議しまし

た。

下記に記載の４点の決議事項につき、資料をご

確認いただき、賛否欄にご記入の上、各理事に返

信をお願いしました。

審議事項

議案：１　令和２年度事業計画承認について

議案：２　令和２年度収支予算承認について

議案：３　第10回通常総会（定時社員総会）

　　　　　招集通知について

議案：４　事業変更届け（公益事業）

３月11日に配信し、書面にて審議しました標

記理事会の決議状況につき締切り期日の３月19

日に47名の理事全員から返信をいただいた結果、

議案１. ２. ３. ４. いずれも、理事全員の賛成をい

ただき、承認可決となりました。

令和２年度事業計画

令和２年度収支予算

事業計画書等について承認を受けたことを証す

る書類（添付「第６回＜書面＞理事会議事録」）

以上３点を、東京都生活文化局都民生活部管理

法人税法課（公益法人担当）に、令和２年度分報

告として、提出いたしました。

令和２年度  第１回理事会（書面審議）

日時・場所　書面開催

「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく緊急事態宣言」を受け、令和２年度の第１

回理事会は書面審議にて行いました。

審議事項を４月14日に配信して期日（締切日）

となった４月20日には理事全員より返信があり

ました。

下記議案１. ２. ３. ４. いずれも、47理事全員の

賛成をいただき、承認可決をしました。（書面に

よる理事会は理事全員の承認が必要）

１．令和元年度事業報告承認について

２．令和２年度収支決算承認について

３．新任役員選任の件について

４．第10回通常総会招集通知内容変更について

令和２年度  第２回理事会

日　時　７月15日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館  二子玉川仮設庁舎集会室

参加数　29名

次 第｠

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告｠

２．税務署長挨拶｠

３．玉川税務署新任幹部紹介

４．新任理事紹介

５．報告事項

（１）支部・部会の事業計画・予算執行計画進捗

　　　状況及び見直し

（２）新型コロナウィルスによる、各部門事業中

　　　止等の報告

（３）令和２年度入退会状況

（４）業務執行理事から業務遂行状況の報告（書

　　　面による報告）

（５）その他

６．審議事項

（１）委員会委員の変更

（２）事業内容変更届

（３）「税を考える週間講演会」開催場所について



12

日　時　７月15日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館  二子玉川仮設庁舎集会室

参加数　29名

次 第｠

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告｠

２．税務署長挨拶｠

３．玉川税務署新任幹部紹介

４．新任理事紹介

５．報告事項

（１）支部・部会の事業計画・予算執行計画進捗

　　　状況及び見直し

（２）新型コロナウィルスによる、各部門事業中

　　　止等の報告

（３）令和２年度入退会状況

（４）業務執行理事から業務遂行状況の報告（書

　　　面による報告）

（５）その他

６．審議事項

（１）委員会委員の変更

（２）事業内容変更届

（３）「税を考える週間講演会」開催場所について

女性部会幹事会

日　時　３月19日㈭　12:00～

場　所　レンタルスペース奥沢☆きらり

参加数　８名

新入会員の「レンタルスペース奥沢☆きらり」

で支部女性部会幹事会を開催しました。10 名の

うち２名欠席で、１名は仕事の関係で遅れてきま

した。

新型コロナウィルスの為、開催の可不可を心配

していましたが、皆さん元気いっぱいで楽しいお

しゃべりから始まりました。

今年度の支部行事の反省を行い、続いて来年度

の行事予定の話し合いで、これまで毎年開催して

いた奥沢音楽祭は ( コロナとは関係なく ) 中止の

決定がきました。来年度は七夕祭りへの参加が決

まり、その打合せと新会員勧誘についての話が出

ました。

最後にケーキとコーヒーで料理のレシピまで話

が広がり、コロナのストレスも少し解消ができま

した。

（第１支部　松野 京子）

第１支部

第２回　女性のための交流会

「初めてのマインドフル瞑想」

日　時　２月21日㈮　18:00～20:00

場　所　城南信用金庫　奥沢支店　会議室

参加数　16名

株式会社イ・デ・ヤの井出直美さんを講師に、

女性のための交流会「今、ここ」に意識を置く

ための『心の筋トレ』マインドフルネス瞑想を開

催いたしました。自然な呼吸に意識をおき、呼吸

を感じて何も考えない。私たちの脳は常に休みな

く何かを考えていることを改めて感じました。

第２支部
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第７･９･12支部合同セミナー

日　時　２月18日㈫　17:00～

場　所　城南信用金庫　瀬田支店

参加数　28名

今回の支部合同セミナーは「失敗しない相続対

策事例・来る将来に備えて」というテーマでした。

財産・事業承継のコンサルティングを専門とする

㈱青山財産ネットワークス様より２名の講師をお

迎えして、お話していただきました。

相続・事業承継を成功させるノウハウの書籍は

多々ありますが、理解しにくいメリットの部分や

留意点など、具体例を交え総合的な観点からの説

明で、１時間半の時間では足りないくらい興味あ

る内容でした。

ひとりひとり、資産・後継者の問題など考える

良い機会になったと思います。

少し心が軽くなり、迎えの送迎バスに乗り用賀

の「木曽路」に移り、第２部は楽しい会食となり

ました。

（第12支部　鈴木 芳昭）

第７･９･12支部

「税に関する絵はがきコンクール」スケジュール

第３回女性部会役員会

日　時　６月８日㈪　12:00～13:00

場　所　マヨルカ

参加数　３名

新型コロナの影響で、女性部会の活動も大きな

影響をうけ、４月の緊急事態宣言以後、役員も顔

を合わせることができず、メールでやりとりをす

る状態となりました。そんな中、この日は法人会

の通常総会の後、久々に役員会を開くことができ

ました。席上、女性部会の大事な事業である「税

に関する絵はがきコンクール」は、小学校の休校

が続き、児童や先生方も例年のようには動けない

だろうということで中止もやむなしと判断しまし

た。

そこで税務署の担当の方や法人会々長とも相談

の上、学校に挨拶に伺ってその旨お話しして、来

年のお願いをしようということになりました。

学校回り

日　時　６月23日㈫　10:00～17:00

場　所　玉川税務署管内　世田谷区立小学校

参加数　４名（松野女性部会長、田村副部会長、

　　　　橋本副部会長、上田青年部会長）

玉川税務署管内の小学校、17 校を尋ねて挨拶

女性部会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

瞑想を続けることで心の『間』ができ、ストレ

ス健康に役立ちます。

新型コロナウイルス感染の拡大防止の為、マス

ク着用で行いました。

（第2支部　女性部会班長　白川 みち子）

をしたところ、嬉しいことに校長先生も担当の先

生も「毎年やっていることですから、ぜひ」と激

励して下さり、今年も頑張って「税に関する絵は

がきコンクール」に参加したいと言って下さいま

した。

17 校目を出るときは、もう夕方になっていま

したが、期待されていると知って私たちの気持ち

も軽くなった次第です。

結果、今年も 10 校が参加してくれることとな

りました。
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学校回り

日　時　６月23日㈫　10:00～17:00

場　所　玉川税務署管内　世田谷区立小学校

参加数　４名（松野女性部会長、田村副部会長、

　　　　橋本副部会長、上田青年部会長）

玉川税務署管内の小学校、17 校を尋ねて挨拶

第１回　税に関する絵はがきコンクール実行委員会

日　時　６月30日㈫　13:30～15:00

場　所　ボランティアビューロー会議室

参加数　６名

例年より１か月以上遅れて実行委員会のスター

トとなりました。

さまざまな制限がある中、児童たちに例年以上

に頑張ってもらえるようにと、大急ぎで、チラシ

や応募用紙をデザインしました。

デザイン担当の皆さん、ありがとうございまし

た。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

応募用紙発送

日　時　７月16日㈭　13:00～16:00

場　所　ボランティアビューロー会議室

参加数　13名

いよいよ発送の作業。３密を避けて、皆さんに

お集まりいただきました。皆さま頑張って下さっ

て、予定時間より早く、無事発送することができ

ました。

暑い中、マスク着用での奮闘も、いつか笑って

話せる思い出になることでしょう。有り難うござ

いました。

そして、児童の皆さんが、いつもと違う環境の

中で、いつも以上の力をふるって楽しい絵をかい

てくれることを、願わずにはいられません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

釣り同好会

日　時　３月１日㈰　4:00～

場　所　千葉県旭市「飯岡漁港」

参加数　11名

今回の釣り同好会は、ヒラメ釣りを千葉県旭市

の飯岡漁港で開催いたしました。朝４時集合で、

出船は５時半ごろでした。釣りは自動車で現地集

合し、船に乗って均等に離れて座るので、新型コ

ロナウイルスの感染の心配が少ないと判断し、予

定通り開催しました。参加者は 11 名、トップは

４枚が２名です。前回坊主だった中山豪夫さん、

今回は３枚釣ってリベンジし、最高の気分だった

のではないでしょうか。（写真：１枚は２㎏あり

ました）。最終の釣果は船中 25 枚ほど上がりま

した。しかし、今回も坊主が出てしまいました。

鈴木準之助さんは席のせいだと、鍋島増男さん他

３名、計５人の坊主を出してしまいました。左の

「おおとも」から３人なのですが「おおとも」と

は船の後ろを言います。「みよし」とは船の先端

を言います。右側はみよしより、それぞれ 3、4、

3、0、1、0、4、0 枚でした。左側はおおともよ

り2、0、0枚でした。1ｋｇ以下は「ソゲ」と言っ

て「ヒラメ」とは呼んでくれません！また釣りを

したいと思いますので、皆様の参加お待ちしてお

ります。楽しいですよ！！

（釣り同好会　幹事　丸山 正高）

釣り同好会

大物 3枚　ご機嫌の中山さん

をしたところ、嬉しいことに校長先生も担当の先

生も「毎年やっていることですから、ぜひ」と激

励して下さり、今年も頑張って「税に関する絵は

がきコンクール」に参加したいと言って下さいま

した。

17 校目を出るときは、もう夕方になっていま

したが、期待されていると知って私たちの気持ち

も軽くなった次第です。

結果、今年も 10 校が参加してくれることとな

りました。
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学校回り

日　時　６月23日㈫　10:00～17:00

場　所　玉川税務署管内　世田谷区立小学校

参加数　４名（松野女性部会長、田村副部会長、

　　　　橋本副部会長、上田青年部会長）

玉川税務署管内の小学校、17 校を尋ねて挨拶

釣り同好会

日　時　３月１日㈰　4:00～

場　所　千葉県旭市「飯岡漁港」

参加数　11名

今回の釣り同好会は、ヒラメ釣りを千葉県旭市

の飯岡漁港で開催いたしました。朝４時集合で、

出船は５時半ごろでした。釣りは自動車で現地集

合し、船に乗って均等に離れて座るので、新型コ

ロナウイルスの感染の心配が少ないと判断し、予

定通り開催しました。参加者は 11 名、トップは

４枚が２名です。前回坊主だった中山豪夫さん、

今回は３枚釣ってリベンジし、最高の気分だった

のではないでしょうか。（写真：１枚は２㎏あり

ました）。最終の釣果は船中 25 枚ほど上がりま

した。しかし、今回も坊主が出てしまいました。

鈴木準之助さんは席のせいだと、鍋島増男さん他

３名、計５人の坊主を出してしまいました。左の

「おおとも」から３人なのですが「おおとも」と

は船の後ろを言います。「みよし」とは船の先端

を言います。右側はみよしより、それぞれ 3、4、

3、0、1、0、4、0 枚でした。左側はおおともよ

り2、0、0枚でした。1ｋｇ以下は「ソゲ」と言っ

て「ヒラメ」とは呼んでくれません！また釣りを

したいと思いますので、皆様の参加お待ちしてお

ります。楽しいですよ！！

（釣り同好会　幹事　丸山 正高）

第２支部

会 社 名：おたからや奥沢店

代 表 者：江本　忠雄（エモト　タダオ）

会社所在地：世田谷区奥沢5-14-31

電話/FAX：03-5726-9648／03-5726-9649

Ｅ- m a i l：okusawa@otakaraya.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http://okusawa.otakaraya.net

業 　 種：買取専門業

「おたからや」奥沢店でございます。

貴金属、切手、古銭、勲章、刀剣、ブランド品、

骨董品等々全てお買取り致します。

よろしくお願い申し上げます。

第４支部

会 社 名：ビジネスメイク研究所

代 表 者：大澤　典子（オオサワ　ノリコ）

会社所在地：世田谷区中町2-9-20　リシェ等々力202

電話/FAX：090-1602-4230／03-3704-8329

Ｅ- m a i l：bmlyoyaku@yahoo.co.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http://businessml.info/

業 　 種：講師

事業内容：講演・講座の講師およびプロデュース

社会人や学生向けに、ビジネスコミュニケーショ

ンをお伝えしています。

女性向けには、メイクアップのデモンストレー

ションを含む内容が好評です。

※集客イベント・社員研修・起業家のプレゼンテー

ションスキル向上など、リクエストに合わせて講

演・講座をお作りいたします。

第７支部

会 社 名：株式会社デコラ

代 表 者：小沼　景（コヌマ　ケイ）

会社所在地：世田谷区瀬田5-1-15-201

電話/FAX：03-6411-7323／03-5797-9182

Ｅ- m a i l：info@decora.co.jp 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://decora.co.jp 

業 　 種：リフォーム、ホームステージング

事業内容：女性スタッフを中央に活動しているリ

フォーム、ホームステージングの会社です。

　リフォーム、インテリア、家具等のお困りごと

は何なりとご相談下さい。

第７支部

会 社 名：旭防災設備株式会社

代 表 者：小池　一男（コイケ　カズオ）

会社所在地：世田谷区瀬田1-22-19

電話/FAX：03-5717-9119／03-5717-9065

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.asahi-bs.co.jp 

業 　 種：消防設備の設計・施工・保守、

　　　　　建築物調査

事業内容：旭防災設備株式会社は、世田谷区代田

で創業し、2016年に瀬田に移転してまいりました。

　民間や官公庁の多様なビル、共同住宅、病院、

学校等の『消防設備の設計･施工･保守』、建築設備、

外壁調査等の『建築物調査』を行っています。

　また、消火器具、住宅用火災警報器等各種防災

機器の販売や廃消火器のリサイクル窓口も行って

います。

　安全で安心な地域となるように貢献していきた

いと思います。

新入会員ご紹介 随時、新入会員の方をご紹介させて頂きます。

をしたところ、嬉しいことに校長先生も担当の先

生も「毎年やっていることですから、ぜひ」と激

励して下さり、今年も頑張って「税に関する絵は

がきコンクール」に参加したいと言って下さいま

した。

17 校目を出るときは、もう夕方になっていま

したが、期待されていると知って私たちの気持ち

も軽くなった次第です。

結果、今年も 10 校が参加してくれることとな

りました。
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学校回り

日　時　６月23日㈫　10:00～17:00

場　所　玉川税務署管内　世田谷区立小学校

参加数　４名（松野女性部会長、田村副部会長、

　　　　橋本副部会長、上田青年部会長）

玉川税務署管内の小学校、17 校を尋ねて挨拶

をしたところ、嬉しいことに校長先生も担当の先

生も「毎年やっていることですから、ぜひ」と激

励して下さり、今年も頑張って「税に関する絵は

がきコンクール」に参加したいと言って下さいま

した。

17 校目を出るときは、もう夕方になっていま

したが、期待されていると知って私たちの気持ち

も軽くなった次第です。

結果、今年も 10 校が参加してくれることとな

りました。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－税務署からのお知らせ－
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－世田谷都税事務所からのお知らせ－
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玉川法人会ホームページは日々少しずつ更新しています。ぜひ活用ください。

http://www.tamagawa.or.jp/ 

決算法人説明会での配布資料が、ダウンロード可能

各支部、部会より選出された委員の皆様との連携で下記を進めています。
・たまでんBOARDに掲載する内容の検討
・ホームページでのPR、表現の是非 など

これからもたまでんBOARDとホームページを通じて、新型コロナウィルス感染症に関す
る支援策等、お知らせしてまいります。

広報委員会では、「たまでんBOARD」と「ホームページ」で情報の発信に努めています

①

①

②

③

④

⑤

給付金や助成金のことが、動画でわかりやすく

令和元年分、確定申告の対応について

②

③

④

中小企業向けの各種支援策（都度更新中）

国税の猶予制度について

⑤
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